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消費場所の見取図（煙火） 

 

注意事項 

打揚煙火の打揚場所及び仕掛煙火の設置場所から保安物件までの距離は、火薬類取締法事務処理要 

領（資料 4 煙火消費における保安距離の基準）に定める距離とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）下図は、打揚煙火（スターマイン等含む。）の全消費数量が 300 個を超え、24cm（8 号）

玉を消費する場合の例である。（8号玉の 1級の保安距離は 250ｍ） 

 

保安物件（家屋、学校、社寺

等）、観覧者、見張人、消防

車両及び大会本部の位置を

図示する。また消費場所（打

揚場所等）からそれぞれの相

互距離を記入する。 

消費場所（打揚場所等）を中 

心に半径 500m 以内の状況 

を正確かつ詳細に図示する。 

 

山、海、畑、川及び空地等の

地形も明確に図示する。 

 

消費場所（打揚場所等）を中

心に危険区域を図示する。 

通路等を明確に図示する。 

煙火の消費中に道路の通行

禁止を行う場合は、通行禁止

区域を図示する。 

記入例 

縮尺は 2,500分の 1程度とす

る。 
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消費場所付近の詳細図（煙火） 

 

注意事項 

打揚煙火の打揚場所及び仕掛煙火の設置場所から保安物件までの距離は、火薬類取締法事務処理要

領（資料 4 煙火消費における保安距離の基準）に定める距離とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）下図は、打揚煙火（スターマイン等含む。）の全消費数量が 300 個を超え、24cm（8 号）

玉を消費する場合の例である。（8号玉の 1級の保安距離は 250ｍ） 

 

見張人、消防車両及び消火設

備の位置を図示する。 

 

消火設備は、水バケツのほ

か、必要に応じて消火器を用

意し、設置場所を図示する。 

消費場所（打揚場所等）を中

心に危険区域を図示する。 

消費場所（打揚場所等）、煙

火置場、火気を取扱う場所及

び点火器位置（遠隔操作の場

合）を図示する。また、それ

ぞれの相互距離を記入する。 

※煙火置場の位置は、打揚

筒、仕掛煙火の設置場所及

び火気（焼金用コンロ等）

を取扱う場所に対し、20ｍ

以上の距離を確保するこ

と。 

 
※打揚煙火の打揚場所と仕

掛煙火の設置場所は、20ｍ

以上の距離を確保するこ

と。 

 

 

記入例 
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火薬類製造営業許可申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当がない場合は、「なし」

と記入する。 

記入例 
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火薬類販売営業許可申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当がない場合は、「なし」

と記入する。 

記入例 
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事 業 計 画 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入例 
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火薬庫外貯蔵所指示申請書 

 

注意事項 

貯蔵期間は、次の場合を除き、無期限とする。 

１ 規則第 15条第 1項の表⑸で「6ケ月以内に完了する事業の場合」の貯蔵区分を適用する場合

は、6ケ月以内とする。 

２ 規則第 15条第 1項の表⑸で「その他の事業の場合」の貯蔵区分を適用する場合は 2年以内と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋内で金蔵製ロッカーや金

庫等を利用し貯蔵所とする

場合は、その仕様を記入し、

詳細が不明な場合は仕様書

等を添付する。 

貯蔵期間に期限を定めない

場合は、二重線で末梢する。 

記入例 

規則第 15 条第 1 項の表にお

ける「貯蔵する者等の区分」

を記入する。 


